
東北地方太平洋沖地震を受けた
本学施設の耐震化の取り組み

平成２４年３月



平成２３年 ３月 東日本大震災発生

平成２３年 ６月 建物の耐震改修計４．４万㎡とともに、ライフラインの耐震化につ
いても施設整備費補助金の概算要求を行う。

平成２３年 ７月 非構造部材等の安全性確保のため各部局に緊急点検と改善の
実施を依頼

平成２３年 ８月 「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画」策定
（文部科学大臣決定）

平成２３年１２月 国の補正予算において耐震改修事業３件（計６．６千㎡）とともに、
ライフライン耐震化の一環として附属病院の自家発電設備が認め
られる。

平成２４年 １月 「京都大学第二期重点事業実施計画（第３版）」において、「地震に
よる生命の安全確保のための耐震事業」として未壊建物や小規模
建物等の耐震化事業が認められる。

これまでの経緯

東北地方太平洋沖地震を受けた本学施設の耐震化の取り組み

１

京都大学では、平成１８年度に「耐震補強を中心とした地震防災検
討会」において建物の地震防災対策について検討を行い、「京都大学
耐震化推進方針」を策定し、方針に基づき、耐震補強を順次進めてい
るところである。
平成２３年３月に発生した東日本大震災では、東北や関東地方の国

立大学法人等において、施設及び設備等の損壊やライフラインの途
絶、電力供給力の減少等による教育研究活動への影響など、広範か
つ深刻な被害が生じたところであり、総合的な防災機能強化の重要性
が再認識されたところである。
国においては平成２３年８月に「第３次国立大学法人等施設整備５

か年計画」を策定し、安全な教育研究環境の確保を基本的考え方の
一つに据え、国立大学法人等の施設の計画的かつ重点的な整備を
推進することとしている。
これらを踏まえ、京都大学においても更なる耐震化を推進するため、

平成１８年に策定した「京都大学耐震化推進方針」に基づくこれまでの
取り組みの進捗状況を確認するとともに、平成２４年度以降の実施方
策について取りまとめることとする。

主旨

取り組みのポイント

小規模建物等の耐震化を推進する 非構造部材についても耐震対策を推進する

施設整備費補助金では事業化されにくい小規模建
物や未壊建物について、第二期重点事業実施計画等
により、平成２７年度末までに耐震化を完了する。

構造体が耐震化されていても、過去の地震では非構
造部材による被害が少なからず生じている。学内構成
員の生命の安全を守るため、構造体の耐震補強ととも
に、非構造部材の耐震対策についても推進していく。

ライフライン再生を推進する

災害時でも教育・研究・診療活動を支えるため、老朽
化したライフライン耐震化等、再生整備を推進する。



京都大学耐震化推進方針のアクションプランフォローアップ

２

・生命の安全確保

・事業継続の確保

・大学財産の保護

大学施設としての特性
アクションプランのフォローアップ

平成１８年５月に策定した「京都大学耐震化推進方針」ではアクションプランとして以下の５つの
項目を立てていたが、平成２３年度末時点での進捗状況は以下の通りである。

① 平成１８年中に、耐震診断未実施建物（日常的に使用されていない倉庫等は除く）の診断を
完了する。
→ 平成１８年度に完了。

② 大学施設としての特性を考慮し、第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画（Ｈ１８～２２年
度）内に生命の安全確保を優先した整備の実現。
→ 平成２３年度末で耐震化率８９％。

Ｈ１８～２２年度の５か年で約２０万㎡の耐震化（耐震化率６３％→８６％）

③ 平成２７年度までには事業継続の確保を含めた耐震化整備の完了を目標とする。
→ 小規模施設を含め、平成２７年度までに耐震化完了を目指す。

④ 長期的には、２１世紀前半に発生が確実視される東南海・南海地震を無被害で乗り切ること
を目指して、京都大学は全施設の耐震性能の向上を継続する。
→ 非構造部材等について、緊急性を要する箇所については平成２４年度末までに改善する

ことを目指す。

⑤ 総合的な耐震診断結果に基づいた、緊急度判定方法によりランク付けを行い、緊急度ランク
の高い施設から順次耐震化を進めることを提言する。
→ 緊急度ランクを基に概算要求し、耐震化を実施してきた。

・学生・教職員の生命
・施設利用者（病院・博物館等）の生命

・人材養成機能を重視した基盤的施設の整備
・卓越した研究拠点の整備
・医療の専門化、高度化への対応等、一層社会
に貢献できる病院としての再生

・文化財的価値のある施設
・国宝級の文化財

生命の安全確保

大学財産の保護 事業継続の確保
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京都大学施設の耐震化率推移
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京都大学施設の耐震化率は着実に向上してきているが、平成１８年５月に策定した「京都大学耐震化推進方針」での目標（平成

２２年度末までに９３％）より遅れている。学内の予算も投入して平成２７年度末までの耐震化完了を目指す。
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平成２４年度以降の実施方策について

４

東北地方太平洋沖地震発生等の状況の変化を受け、京都大学においても更なる耐震化を推進するため、以下の４点を平成２４年
度以降の実施方策とする。

① ２１世紀前半に発生が確実視される東南海・南海地震に備え、京都大学は全施設の耐震性能の向上を継続する。

② 平成２７年度までに生命の安全確保のための耐震化事業の完了を目標とする。

③ 非構造部材の耐震対策を強化し、異状の認められる箇所については基本的に平成２４年度末までに改善する。

④ 災害時でも教育・研究・診療活動を支えるため、老朽化したライフラインの耐震化等の再生整備を推進する。

今後の実施方策
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５

地震による生命の安全確保のための耐震事業



平成２３年 ７月 「地震への安全性確保のための緊急点検・改善の
実施について」各部局に依頼

平成２３年 ７月 「地震への安全性確保のための緊急点検・改善状
況等の調査について」各部局に依頼

平成２３年 ８月 「地震への安全性確保のための緊急点検の実施に
ついて～外壁（外装材）～」各部局に依頼

平成２３年１２月 「地震への安全性確保のための緊急点検・改善状
況等の調査結果について」部局長会議にて報告

平成２４年 ２月 「地震時の書棚・ロッカーなどの転倒対策の留意点
について」各部局に通知

平成２４年 ３月 改善状況等のフォローアップ調査を各部局に依頼

これまでの経緯

非構造部材の耐震対策について

６

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、天井材の落下、外壁

の剥落、棚や実験設備の転倒等、いわゆる非構造部材や実験設備に
よる被害が見受けられた。地震時には建物本体の崩壊は免れても、
これら非構造部材等の被害により人命に関わる重大事故が起こりか
ねない。地震に対する安全確保のためには、構造体の耐震補強は当
然として、耐震性能を満たした建物も含めて非構造部材等の耐震対
策が必要である。
こういった状況から、京都大学においては平成２３年７月に「地震へ

の安全性確保のための緊急点検・改善の実施について」全部局に対
応を依頼したところである。
緊急点検の結果を踏まえ、安全性に問題のある箇所の改善対策を

推進する必要がある。

外装材の剥落の例

① 基本的に平成２４年度末までに改善する。

② 大規模な改善が必要なもの等で部局により改善が難しいものに
ついては、施設整備費等での改善も検討する。

今後の対応

天井材落下の例 棚転倒の例

書棚転倒の例



老朽化した給水管の破断

経年２５年以上のライフライン施設について、耐震化等の再生整備を推進

老朽化した変電設備 老朽化したガス管

改修が
必要

ライフライン再生

７

ライフライン耐震化の必
要性・緊急性

■ライフラインの老朽化
が進行しているために重
要実験材料、世界最先端
研究が後退する恐れがあ
る

■大規模地震において
水・ガス・電気を確保す
るためにライフラインの
耐震化を行う必要がある

■原子炉施設においては
放射能汚染防止のため何
重もの対策を講じる必要
がある。

※漏水による道路陥没・浸水、ガス
漏れによるガス爆発などのリスクが懸
念される

給水管の老朽化により赤水が発生

災害時でも教育・研究・診
療活動を支えるため、老朽
化したライフラインの耐震
化等の再生整備を推進。

計画的に概算要求等を
行っていく。


